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第２０５回宮城県都市計画審議会議案の処理について 
 

決定主体 議案番号 
関 係 

市町村 
件名 処理結果 

宮城県 第 2390 号 栗原市 
特殊建築物の敷地の位置に 
ついて 

令和 5 年 9 月 7 日 

第 R05 許可通知宮城建

宅 0 0 0 0 0 3 号 

宮城県 第 2391 号 南三陸町 
志津川都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針の変更 
について 

令和 5 年 10 月 13 日 

宮城県告示第 445 号 

宮城県 第 2392 号 登米市 
登米都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針の変更 
について 

（ 手 続 き 中 ） 

宮城県 第 2393 号 
栗原市 

登米市 

栗原都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針の変更 
について 

（ 手 続 き 中 ） 

宮城県 第 2394 号 大郷町 
大郷都市計画区域の整備、 
開発及び保全の方針の変更 
について 

（ 手 続 き 中 ） 
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議案 第２３９５号 

 

 

大崎広域都市計画区域の変更について 

 
 

 

 

 

  

根 拠 条 文：都市計画法第５条第６項において準用する 

        同条第３項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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大崎広域都市計画区域の変更 

（宮城県決定） 

 

大崎広域都市計画区域を次のように変更する。 

 

１ 都市計画区域の名称 

大崎広域都市計画区域 

 

２ 新たに都市計画区域を指定する土地の区域 

 字名一覧表のとおり 

 

３ 都市計画区域から除外する土地の区域 

 字名一覧表のとおり 

 

４ 変更理由 

大崎市と加美町にまたがる区域において，土地改良事業が実施され，行政区

域が変更となったため，これらの土地の区域に合わせて都市計画区域を指定及

び除外するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 
 
 

字名一覧表 

 

 

新たに都市計画区域を指定する土地の区域 

市町 大字名 小字名 全部・一部の別 

大崎市 古川柏崎 新出羽街道 一部 

 

 

都市計画区域から除外する土地の区域 

市町 大字名 小字名 全部・一部の別 

加美町 下多田川 新中ノ町 一部 
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大崎市古川柏崎 
０．３ｈａ 

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域
の
変
更
（
大
崎
市
・
加
美
町
） 

議案第２３９５号 

大崎市 

加美町 

都市計画区域の範囲及び規模

区分 市町名 範囲 変更前(ha) 変更後(ha) 増減(ha)

大崎市
行政区域の

一部
11,460 11,460

増　0.3
減　0.2

加美町 〃 1,197 1,197

涌谷町 〃 1,340 1,340

美里町 〃 1,929 1,929

合計 15,926 15,926 増　0.1

大崎広域
都市計画

区域

新たに都市計画区域を指定する区域

都市計画区域から除外する区域

都市計画区域

凡例

新たに都市計画区域を指定する区域

都市計画区域から除外する区域

凡例

加美町下多田川 
０．２ｈａ 
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